
別紙２ 

 

現場環境改善費の実施内容について 

 

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上

選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、

実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、

内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監

督職員に提出するものとする。 

（３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するもの

とする。 

 

計上項目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係 

用水・電力等の供給設備 

緑化・花壇 

ライトアップ施設 

見学路及び椅子の設置 

昇降設備の充実 

環境負荷の低減 

営繕関係 

現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

労働者宿舎の快適化 

現場休憩所の快適化 

健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 

工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

盗難防止対策（警報器等） 

避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） 

完成予想図 

工法説明図工事工程表 

デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） 

見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

パンフレット・工法説明ビデオ 

社会貢献 


